
唐
代
に
お
け
る
飛
龍
厩
と
飛
龍
使
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i
特
に
大
明
宮
の
防
衛
を
中
心
と
し
て
i

趙

雨

楽

は
　
じ
　
め
　
に

　
唐
宋
変
革
期
に
お
け
る
諸
司
使
匿
の
活
動
の
性
質
に
つ
い
て
、
先
学
は
す

で
に
幾
多
の
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
特
に
内
諸
司

使
の
重
要
な
鳶
職
が
、
唐
中
期
か
ら
如
何
に
し
て
中
央
律
令
機
関
以
外
の
新

た
な
令
外
の
官
と
し
て
国
家
の
軍
政
権
力
を
掌
握
し
た
の
か
と
い
う
点
に
注

目
し
て
い
た
。
枢
密
使
の
場
合
、
佐
伯
富
氏
は
矢
野
主
税
氏
の
観
点
を
修
正

し
、
唐
の
憲
宗
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
で
は
な
く
、
実
は
代
宗
永
泰
二
年
（
七

六
六
）
に
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
職
能
は
臣
下
の
上
奏
文
を

受
理
し
天
下
の
機
密
を
預
聞
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
徳
宗
末
期
に

な
る
と
、
枢
密
使
の
権
限
は
遂
に
宰
相
を
凌
駕
し
、
兵
権
政
権
の
両
権
を
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

諭
し
た
独
裁
君
主
の
権
限
を
代
表
す
る
官
職
と
な
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
内

諸
司
使
以
下
の
官
員
の
名
籍
を
管
掌
し
朝
廷
の
儀
式
の
運
営
を
司
る
宣
徽
使

は
、
『
文
献
通
考
』
に
よ
れ
ば
、
粛
宗
（
七
五
六
－
七
六
一
）
、
代
宗
期
（
七

六
一
i
七
七
九
）
以
降
に
設
置
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
友
永
植
氏
は
さ
ら
に

粛
宗
朝
か
ら
穆
宗
朝
（
八
一
二
一
八
二
四
）
に
か
け
て
の
誤
る
時
点
で
こ
れ

が
設
置
さ
れ
た
の
を
確
認
し
た
。
唐
末
に
お
け
る
内
諸
司
使
の
班
序
を
考
え

る
に
、
宣
徽
使
は
そ
の
筆
頭
と
し
て
枢
密
使
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
と
思
わ

　
②

れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
内
諸
司
使
の
成
立
と
発
展
の
時
点
を
考
え
れ
ば
、
枢
密

使
或
い
は
宣
徽
使
は
、
玄
宗
期
（
七
＝
一
i
七
五
六
）
以
降
の
多
く
の
内
諸

司
使
と
比
べ
、
わ
り
あ
い
遅
く
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
枢
密
使
の
権
力
が

本
格
的
に
伸
び
た
の
は
徳
宗
期
で
あ
り
、
宣
徽
使
が
一
層
政
治
的
に
大
き
な

比
重
を
占
め
た
の
は
、
少
な
く
と
も
穆
宗
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
玄
宗
晴

代
か
ら
徳
宗
、
穆
宗
時
代
に
か
け
て
の
六
、
七
十
年
間
に
は
、
い
っ
た
い
内

諸
司
使
の
活
動
の
形
態
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
考
え
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
内
諸
司
使
の
設
立
の
意
図
は
、
も
と
よ
り
全
般
に
南
衙
官
署
の
軍

政
な
ど
の
職
能
を
掌
握
さ
せ
る
事
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
単
に
帝
王
が
大
明

富
に
移
住
し
た
こ
と
に
対
応
し
た
措
置
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
内
諸
司
使
の
名
は
、
往
々
大
明
宮
の
建
物
か
ら
い
わ
ば
便
宜
的
に
名
付

　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
の
ち
に
こ
れ
ら
が
北
司
と
い
う
一
系
統
の
竃
官
機

欝
発
展
す
る
こ
と
ゆ
当
初
よ
り
予
測
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
』

方
、
内
諸
司
使
の
性
格
は
、
従
来
の
律
令
官
司
と
は
か
な
り
相
違
・
対
立
す

る
点
が
あ
る
が
、
旧
制
度
か
ら
新
制
度
へ
の
転
換
期
に
は
、
必
ず
過
渡
的
段

階
が
見
ら
れ
る
。
唐
代
諾
諸
司
使
の
成
立
過
程
、
そ
れ
は
長
い
時
期
を
通
じ

て
進
行
し
、
ま
た
様
々
な
使
職
か
ら
構
成
さ
れ
る
た
め
、
各
諸
司
使
に
お
い

て
そ
の
形
成
の
背
景
が
か
な
り
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
一
部
の
宮
司
は
、
実

は
新
し
い
令
外
機
関
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
古
い
律
令
体
制
を
継
承
し
発

　
　
　
　
　
　
　
⑤

越
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
成
立
過
程
を
分
析
す
れ
ぱ
、
唐
代
律
令

官
司
か
ら
令
外
機
構
へ
の
変
貌
を
も
っ
と
明
瞭
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
上
述

の
観
点
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
飛
龍
使
を
一
例
と
し
て
唐
代
早
期
の
内
諸

司
使
の
性
格
を
考
察
し
、
飛
龍
使
管
下
の
飛
龍
厩
が
如
何
に
旧
い
律
令
官
制

か
ら
新
た
な
大
明
宮
の
軍
政
体
制
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
説
明
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

時
に
飛
龍
院
と
呼
ば
れ
る
事
書
の
飛
龍
厩
は
、
元
来
律
令
機
構
で
あ
る
殿
中

省
の
尚
乗
局
に
組
す
る
部
門
で
あ
っ
た
が
、
野
臥
期
（
六
五
四
一
七
〇
四
）

に
な
る
と
、
尚
乗
局
か
ら
離
れ
、
新
設
さ
れ
た
飛
龍
使
に
管
轄
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
内
諸
司
使
の
中
で
、
比
較
的
早
く
律
令
下
の
官
僚
体

制
か
ら
独
立
し
た
機
構
で
あ
っ
た
。
玄
宗
時
、
大
明
宮
で
政
治
を
始
め
る
に

当
た
っ
て
、
飛
龍
厩
も
宮
城
の
北
側
に
配
置
さ
れ
た
。
以
後
、
飛
龍
厩
は
、

様
々
な
宮
内
外
の
事
に
対
応
で
き
る
位
置
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
地
位
は
神

鶴
首
軍
中
尉
、
枢
密
使
の
す
ぐ
下
に
置
か
れ
る
ま
で
に
高
く
な
っ
た
。
こ
れ

が
、
五
代
宋
初
宮
廷
を
防
衛
す
る
飛
龍
使
の
先
駆
と
な
っ
た
。
従
来
、
唐
代

の
飛
龍
使
を
専
寄
し
た
研
究
は
少
な
い
。
唐
長
儒
氏
が
、
そ
の
「
重
代
的
内

諸
司
使
及
其
演
変
」
の
論
文
中
で
、
各
内
諸
司
使
を
概
論
し
て
い
る
が
（
『
山

居
存
稿
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）
、
飛
龍
頭
の
設
置
さ
れ
た
時
点
や
各

時
代
の
飛
龍
使
の
活
動
や
ま
た
飛
龍
使
制
の
全
体
の
構
成
な
ど
の
方
面
を
も

う
少
し
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
論
は
、
先
学
の
研
究
を
踏

ま
え
た
上
で
、
新
し
い
史
料
を
加
え
て
、
町
代
の
飛
龍
使
・
厩
を
究
明
し
た

い
と
考
え
る
。
不
充
分
な
点
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
先
学
諸

兄
の
御
指
導
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

　
①
　
枢
密
使
の
研
究
に
関
し
て
は
、
矢
野
主
税
「
枢
密
使
設
置
晴
期
に
つ
い
て
」
（
『
人

　
文
社
会
科
学
研
究
報
告
』
三
、
一
九
五
三
）
と
「
唐
代
縮
密
使
制
の
発
達
」
（
『
人

　
文
社
会
科
学
研
究
報
告
』
四
、
　
一
九
五
四
）
、
ま
た
佐
伯
富
「
五
代
に
お
け
る
枢

　
密
使
に
つ
い
て
」
、
（
『
史
窓
』
四
八
、
一
九
八
八
）
な
ど
を
参
照
。

　
②
　
友
永
植
「
唐
宗
時
代
の
宣
徽
使
に
つ
い
て
1
主
に
五
代
の
宣
徽
使
に
注
目
し
て

　
i
」
（
『
北
大
史
学
』
一
八
、
｝
九
七
八
）
。

　
③
　
例
え
ば
、
大
明
宮
の
宣
徽
院
、
飛
龍
厩
、
翰
林
院
、
内
教
坊
、
文
思
至
、
宣
政

　
殿
の
東
西
醜
語
な
ど
の
建
物
の
名
称
を
冠
し
た
使
職
が
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
た
の
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で
あ
る
。

④
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
三
、
文
宗
太
和
二
年
三
月
の
条
、
胡
三
省
註
に
、
「
百

　
官
赴
毒
牙
朝
会
者
、
謂
之
外
宮
、
亦
謂
之
南
司
、
冤
冒
列
局
於
玄
武
門
内
、
両
軍

　
中
尉
護
諸
営
於
丁
零
、
謂
之
一
図
、
国
劇
之
北
司
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
北
司
と

　
い
う
の
は
、
南
衙
百
官
に
相
対
す
る
神
策
軍
以
下
竃
官
機
構
の
総
称
で
あ
る
。

⑤
　
例
え
ば
、
中
尚
、
尚
食
、
軍
器
、
作
坊
、
染
坊
、
鴻
隙
礼
賓
な
ど
の
宮
局
は
専

　
ら
使
職
に
領
さ
れ
る
前
に
は
、
中
央
律
令
官
署
の
部
門
で
あ
っ
た
。

⑥
宋
敏
求
『
長
安
胆
心
』
巻
穴
に
コ
7
5
（
玄
）
武
門
外
西
日
飛
龍
院
、
又
眠
飛
龍
厩
」

　
と
述
べ
る
よ
う
に
、
大
明
宮
北
門
で
あ
る
玄
武
門
の
西
側
に
設
け
た
飛
龍
厩
を
、

　
即
ち
飛
龍
院
と
呼
ぶ
。
従
っ
て
、
唐
代
の
飛
龍
厩
使
は
、
ま
た
飛
龍
院
使
で
あ
る

　
と
い
え
る
。

唐
代
飛
龍
厩
の
創
設
と
発
展

　
唐
代
飛
龍
厩
の
淵
源
を
考
察
す
る
に
は
、
唐
初
の
左
右
伎
厩
、
左
右
六
閑

か
ら
武
后
期
の
侯
内
六
畜
に
か
け
て
の
閑
厩
制
度
の
発
展
関
係
及
び
飛
龍
厩

創
設
の
時
点
を
解
説
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
唐
代
の
閑
厩
制
度
は
、
簡
単
に
言

え
ば
二
つ
の
系
統
、
「
侯
内
」
と
「
侯
外
」
が
あ
っ
た
が
、
飛
龍
厩
は
侯
内

の
系
統
に
属
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
唐
六
典
』
巻
十
一
、
殿
中
省
、
尚
乗

局
の
条
に
、

　
　
A
コ
（
玄
宗
時
期
）
秩
内
・
肩
飛
龍
、
　
量
器
、
　
鳳
＋
鬼
、
躯
物
璽
、
士
口
早
、
　
六
夢

　
　
確
守
六
厩
、
奔
星
、
内
駒
焦
寸
両
閑
。
侯
外
潜
四
左
飛
　
、
右
飛
、
左
萬
、
右
曲
掲

　
　
等
四
閑
、
東
南
内
、
西
北
二
等
両
町
。

と
述
べ
、
侯
内
二
足
は
飛
龍
厩
を
始
め
六
厩
及
び
奔
星
、
内
駒
両
閑
か
ら
構

成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
侯
外
閑
厩
左
回
、
右
回
、
左
回
、
三
一
の
四
閑
、

東
南
内
、
西
北
内
両
厩
で
あ
っ
た
。
『
資
治
通
江
』
巻
二
〇
九
、
容
宗
景
雲

元
年
六
月
、
胡
註
は
上
述
の
記
事
を
引
用
し
、
「
魚
網
」
を
「
懸
樋
」
と
蠕
き
、

「
回
書
」
を
「
鶴
鷲
」
と
変
え
、
「
西
北
内
」
を
「
西
南
内
」
と
改
め
る
。
同

様
の
書
き
直
し
は
、
『
新
唐
書
』
巻
四
七
、
百
官
二
に
も
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、

『
旧
講
書
』
巻
四
四
、
職
宮
三
は
、
「
鶴
攣
」
を
「
鶴
鴫
」
と
作
る
。
諸
書

の
記
載
は
稽
々
違
う
が
、
意
味
は
大
抵
通
じ
て
、
同
類
の
も
の
を
指
す
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
玄
宗
時
期
の
閑
厩
構
造
は
、
必
ず
し
も
唐
初
の
内
厩

系
統
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
唐
初
の
い
わ
ゆ
る
「
三
内
」
は
、
上
記
の
奔

星
、
内
駒
の
中
に
、
左
飛
以
下
の
四
閑
両
三
を
含
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
「
侯
内
」
の
系
統
以
外
、
ま
た
官
馬
坊
、
左
右
六
閑
等
が
設
置
さ
れ
て

い
た
。
『
新
唐
書
』
巻
四
七
、
御
宮
志
、
殿
中
省
の
条
に
、

　
　
左
右
侯
厩
、
左
日
奔
星
、
右
日
内
駒
。
両
領
内
又
有
六
厩
、
一
日
犠
飛
、

　
　
二
日
右
飛
、
　
三
〔
属
＋
孤
雲
、
　
四
日
航
測
萬
、
　
五
日
東
南
内
、
　
六
日
西
衛
…
内
。

　
　
圓
囲
苑
有
官
馬
弓
、
偏
毎
歳
河
朧
翠
牧
場
其
良
土
謹
書
供
御
。
　
六
出
馬
、
　
以
殿

　
　
中
監
及
尚
乗
（
奉
御
）
主
之
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
巻
四
七
、
尚
乗
局
の
条
に
左
右
六
閑
に
つ
い
て
引
き
続

き
、

　
　
左
右
六
關
剛
、
　
一
日
飛
酬
黄
、
　
二
幅
士
口
唱
畏
、
　
三
田
龍
媒
、
　
四
日
駒
置
駅
、
　
五
日

　
　
駄
離
、
六
日
天
苑
。
凡
外
牧
畜
進
良
馬
、
印
以
三
花
、
「
飛
」
、
「
鳳
」
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之
字
。

と
述
べ
て
あ
っ
て
、
殿
中
省
の
尚
乗
局
に
管
轄
さ
れ
る
唐
初
の
内
厩
制
度
は
、

玄
宗
時
期
の
よ
う
に
「
侯
内
」
と
「
論
外
」
の
二
系
統
が
併
存
し
た
も
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
侯
内
」
の
系
統
と
左
右
六
閑
が
並
存
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

唐
の
開
国
以
来
ず
っ
と
存
続
し
た
左
右
六
閑
が
、
毎
年
地
方
の
各
組
か
ら
良

馬
を
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
左
右
六
閑
の
系
統
は
「
岩
内
」
の
半

価
よ
り
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
高
富
末
期
か
ら
武
断
初
期
に
か
け
て
、
左

右
六
閑
が
徐
々
に
拡
充
さ
れ
、
新
た
な
内
厩
が
出
現
し
た
。
『
新
雨
書
』
下

五
〇
、
兵
志
に
、

　
　
以
尚
乗
掌
天
子
之
御
。
左
右
六
閑
、
一
日
飛
黄
、
二
日
吉
良
、
三
日
龍

　
　
媒
、
　
　
凶
日
吐
胴
験
｝
、
　
五
日
鳳
根
心
、
　
六
日
天
置
処
。
総
十
有
二
閑
…
為
二
厩
、
　
一

　
　
目
祥
麟
、
二
日
鳳
苑
、
以
繋
飼
之
。
其
後
禁
中
又
増
置
飛
龍
厩
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
唐
門
、
飛
黄
以
下
の
左
右
六
閑
は
、
祥
麟
と
宣
下
二
厩

に
分
轄
さ
れ
て
い
た
。
の
ち
、
飛
龍
厩
が
増
置
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
飛
龍
使

を
設
立
す
る
前
、
飛
龍
厩
が
す
で
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
唐
初

の
閑
厩
制
度
は
武
后
期
に
盃
り
大
幅
な
変
化
を
被
っ
た
。
『
新
字
書
』
巻
四

七
、
殿
中
省
の
条
に
、

　
　
武
后
萬
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
、
藩
侯
内
六
閑
、
一
日
飛
龍
、
二
日

　
　
祥
麟
幽
、
三
日
鳳
川
苑
、
四
日
鶴
鶯
、
五
日
士
口
良
、
六
日
三
遍
、
亦
號
山
導
既
。

　
　
以
殿
中
丞
検
校
候
内
閑
厩
、
壷
中
官
為
内
飛
龍
使
。

と
あ
る
よ
う
に
、
唐
初
の
左
右
六
閑
が
改
変
さ
れ
、
侯
内
六
閑
が
成
立
し
た

の
で
あ
る
。
侯
内
需
閑
の
名
称
を
検
討
す
る
と
、
先
ず
、
飛
龍
は
上
述
の
如

く
、
武
盾
期
に
先
立
ち
漸
設
さ
れ
た
も
の
の
名
称
を
踏
襲
し
て
い
る
。
つ
い

で
、
吉
良
は
旧
左
右
六
閑
の
一
で
あ
り
、
一
方
、
祥
麟
・
鳳
苑
は
左
右
六
日

を
統
括
し
た
両
厩
で
あ
る
。
名
称
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
そ

の
本
来
の
組
織
を
も
踏
襲
し
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
こ
の
予
測
が
正
し
い

と
す
る
と
、
吉
良
は
旧
左
右
六
閑
の
一
つ
の
組
織
を
、
祥
麟
・
鳳
苑
は
旧
左

右
六
閑
の
う
ち
、
吉
良
を
除
い
た
部
分
の
組
織
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
残
る
鶴
驚
・
六
璽
の
名
称
は
旧
来
の
組
織
中
に
は
認
め

ら
れ
ず
、
全
く
の
新
設
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
つ
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
閑
∵
厩
の
互
用
に
つ
い
て
で

あ
る
。
『
通
典
』
巻
二
六
、
殿
中
象
亀
に
、

　
　
武
太
后
萬
歳
通
天
二
年
置
六
九
七
）
五
月
、
置
工
匠
閑
厩
、
令
殿
中
丞

　
　
嚢
懐
哲
検
校
、
釜
聖
歴
二
年
（
六
九
九
）
、
改
為
少
子
。

と
あ
る
よ
う
に
、
面
内
六
閑
は
侯
内
校
厩
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
左
右
六
閑

の
段
階
で
は
両
三
が
六
閑
を
統
括
し
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

號
・
閑
に
は
本
来
上
下
の
別
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
既
に
互
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
「
閑
」
と
「
厩
」
の
分
野
は
段
々
厳
し
く

　
　
　
　
②

な
く
な
っ
た
。
飛
罷
以
下
が
「
侯
内
六
閑
」
を
称
す
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、

そ
れ
ら
は
遂
に
「
侯
内
」
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
、
本
来
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な
ら
「
侯
内
」
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
左
飛
、
右
飛
、
左
萬
、
右
萬
、
東
南

内
、
西
南
内
は
逆
に
「
侯
外
」
の
構
成
要
素
に
変
っ
た
。
た
だ
婚
星
、
内
事

は
依
然
と
し
て
「
釣
目
」
の
も
の
と
し
て
存
続
し
た
。
こ
う
し
た
過
程
を
経

て
、
上
述
の
『
唐
六
典
』
に
見
た
よ
う
な
玄
宗
時
期
の
閑
鷹
が
成
立
し
た
の

で
あ
る
。
侯
内
六
閑
は
左
右
供
厩
、
左
右
六
閑
諸
厩
制
と
同
じ
く
左
右
系
統

要
す
る
に
喰
代
の
飛
龍
厩
の
創
設
と
飛
龍
使
の
成
立
は
、
別
の
も
の
で
あ

第
が
、
『
新
唐
書
』
に
は
見
え
な
い
こ
と
も
、
少
な
く
と
も
殿
中
省
関
係
の

記
述
に
お
け
る
『
通
典
』
の
耳
翼
性
の
高
さ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
侯

内
六
閑
成
立
の
年
次
は
『
通
典
』
に
従
っ
て
二
年
五
月
と
す
べ
き
も
の
と
な

り
、
飛
龍
使
の
設
置
も
こ
れ
以
降
の
こ
と
と
な
ろ
う
。

表一　唐初から玄宗時期にかけての閑厩系統

左右侯臨　　　　　　　　　　左右六閑

奔星（左） 内駒（右） 祥麟 鳳苑
唐
　
　
代
　
　
初
　
　
期

（1）左飛

o3｝左萬

挙兼??

｛2）右飛

ﾖ右書
U）茜南内

｛1）一飛黄

A左吉良
i3｝左龍媒

i4）左駒験

求@左駿騒

E　左天苑

右飛黄

E吉良

E龍媒

E駒下

E彫醍

E天苑

侯内六二／侯内閑厩 ｛丈外閑臨

（1）左心罷 右飛龍

左傾麟

ｶ霊苑

右回麟

E鳳苑

武
　
后
、
　
玄
　
宗
　
期

②
（
3
）
（
4
）
㈲
（
6
）

左鶴割

ﾎ吉良

ｶ六翠

右白鷺

E吉良

l六翠

｛1｝左目

P2｝右目

i31左萬

坙ﾚ萬
挙兼?内?

　西北内�

帯，内　駒�

　
　
　
　
③

分
け
ら
れ
た
。
飛
龍
厩
は
、
明
ら
か
に
祥
麟
、

苑
の
上
に
置
か
れ
、
新
設
の
六
厩
十
二
閑
中
、

も
高
い
地
位
を
占
め
て
い
た
。
以
上
の
閑
臨
の

関
係
に
つ
い
て
、
表
一
の
よ
う
に
示
す
。

侯
内
閑
厩
は
殿
中
省
の
次
官
、
殿
中
丞
に
統
轄

れ
る
が
、
専
ら
鷺
官
を
以
て
内
飛
龍
使
に
任
命

た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
少
な
く
と
も
飛
龍
厩
は

中
省
の
内
耳
系
統
を
離
れ
て
、
独
立
し
た
性
格

持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

、
侯
内
六
閑
成
立
の
年
次
に
付
き
、
『
新
唐
書
』

萬
歳
通
天
元
年
と
す
る
の
に
対
し
、
『
通
雨
』

二
年
五
月
と
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
通

』
は
徳
宗
の
貞
元
十
七
年
（
八
〇
一
）
の
成
書
で
、

新
唐
書
』
よ
り
古
く
、
か
つ
『
通
典
』
の
記
す

内
六
閑
が
殿
中
丞
か
ら
少
目
に
移
管
さ
れ
た
次
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唐代における飛龍厩と飛龍使（趙）

り
、
両
者
の
時
点
上
の
相
違
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
后
期
の
侯
内

六
閑
が
設
置
さ
れ
る
前
に
、
飛
龍
厩
は
す
で
に
存
在
し
、
つ
い
で
祥
麟
、
鳳

苑
と
共
に
鍵
盤
六
閑
の
中
核
を
構
成
し
た
。
一
方
飛
龍
使
は
、
侯
内
六
閑
の

成
立
後
、
祥
麟
、
鳳
苑
、
思
量
、
吉
良
、
六
漿
か
ら
分
離
さ
れ
、
特
に
こ
れ

を
専
管
す
る
寛
解
古
型
職
と
し
て
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
飛
龍
厩
の
所
在
に
つ
い
て
は
上
掲
『
新
風
書
』
兵
志
に
「
禁
中
」
と
あ
る
。

『
陳
西
通
志
』
に
よ
る
と
、
飛
龍
厩
は
太
極
宮
の
北
側
、
即
ち
禁
苑
と
皇
宮

の
接
す
る
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
。
他
の
五
厩
の
所
在
に
つ
い
て
は
史
料

に
証
明
を
得
な
い
が
、
宮
城
外
に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
測

は
、
飛
龍
厩
の
み
が
他
の
五
畜
か
ら
分
離
さ
れ
、
「
内
」
飛
龍
使
に
移
管
さ

れ
た
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
よ
う
。
前
述
の
如
く
、
左
右
六
閑
の
御
璽
は
、

地
方
の
箪
牧
が
供
す
る
良
馬
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
六
鷹
の
最
高
の
地

位
を
持
づ
た
飛
龍
厩
は
、
禁
中
に
設
置
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
解
止
は
他
の
内

灘
の
そ
れ
を
質
量
と
も
に
凌
駕
し
て
い
た
。
ま
ず
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
＝

八
、
粛
宗
至
徳
元
町
（
七
五
六
）
七
月
了
酉
の
条
、
胡
三
省
註
に
「
陣
内
六

厩
、
飛
龍
厩
は
最
上
の
乗
馬
と
な
す
」
と
述
べ
、
最
も
良
質
の
馬
は
飛
龍
厩

に
管
轄
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
内
厩
の
馬
の
総
数
は
、
玄
宗
開
元
の
時
（
七

一
三
一
七
四
一
）
に
内
厩
馬
が
あ
わ
せ
て
一
萬
匹
余
り
で
あ
っ
た
こ
と
や
、

徳
宗
建
業
元
年
（
七
八
0
）
に
、
新
た
に
三
萬
匹
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
の
記

　
　
　
　
④

載
に
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
三
、
四
脚
で
あ
っ
た
。
飛
龍
厩
馬
の
具
体
的

な
頭
数
は
分
か
ら
な
い
が
、
憲
宗
期
（
八
〇
六
－
八
七
〇
）
に
な
る
と
、
更

に
飛
龍
馬
が
過
多
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
り
、
飛
龍
聖
意
を
滅
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
、
畿
内
の
諸
騨
に
渡
し
た
り
し
た
例
か
ら
見
る
と
、
そ
の
数
量
は
か
な
り

多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
一
体
、
上
掲
の
設
置
の
次
第
に
関
わ
る
記
事
を
除

き
、
史
料
に
は
飛
龍
厩
以
外
の
五
厩
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
事
実
は
飛
龍
厩
を
除
く
侯
二
六
閑
が
、
比
較
的
早
い
晴
期
に
名
昌

的
な
存
在
と
化
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
上
述
の
飛
龍
厩
馬
の
過
多

と
い
う
現
象
は
、
安
史
の
乱
・
吐
蕃
の
侵
入
の
相
継
ぐ
発
生
に
よ
る
地
方
牧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

厩
の
喪
失
と
い
う
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
飛
龍
厩
に
よ
る
上
供
馬
の
独
占
と

い
っ
た
実
状
を
予
測
さ
せ
る
。
唐
中
期
に
は
、
飛
龍
厩
馬
こ
そ
皇
域
の
御
所

の
主
要
な
来
源
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
唐
会
要
』
巻
六
五
、
比
比
使

の
条
に
、

　
　
大
暦
十
四
年
（
七
七
九
）
七
月
難
壁
、
閑
球
審
奏
、
置
馬
随
侯
、
当
芋

　
　
準
例
、
毎
月
無
月
華
門
立
馬
八
匹
、
侯
下
帰
厩
去
。
廣
徳
元
年
蕃
憲
後
、

　
　
野
司
聡
慧
、
頻
申
論
、
飛
龍
不
支
、
自
転
主
流
。
臣
．
鳶
職
司
、
不
敢
不

　
　
奏
。
敷
旨
、
宜
付
飛
龍
使
、
依
薔
支
躍
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
あ
る
よ
う
に
、
武
后
聖
暦
三
年
（
七
〇
〇
）
に
設
置
さ
れ
、
要
論
局
を
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

理
す
る
閑
厩
使
は
、
侯
内
六
界
の
長
官
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
掌
る
厩

馬
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
進
馬
の
旧
例
に
よ
っ
て
、
厩
馬
の
八
匹
を
正

殿
の
月
華
門
外
に
立
た
せ
る
場
合
に
は
、
飛
龍
使
が
馬
を
提
供
し
な
け
れ
ば
、
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閑
厩
使
も
他
に
馬
を
求
め
よ
う
が
な
い
こ
と
か
ら
見
る
と
、
代
宗
、
徳
宗
の

際
に
至
っ
て
、
飛
龍
厩
が
毒
焔
の
罵
を
供
す
る
主
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
飛
龍
使
を
以
て
閑
副
使
を
屡
々
兼
任
さ
せ
る
よ
う

　
　
　
⑨

に
な
っ
た
。
唐
中
期
以
後
の
閑
麗
使
が
、
徐
々
に
虚
血
と
化
し
た
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
に
つ
い
て
、
弓
長
三
二
は
す
で
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
史
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

見
れ
ば
、
京
畿
の
大
臣
が
朝
廷
か
ら
飛
龍
馬
を
借
り
る
例
が
多
く
、
そ
れ
も

禁
中
以
外
の
閑
厩
馬
が
極
め
て
不
足
し
て
い
た
事
を
反
映
し
て
い
た
。
逆
に

飛
龍
使
は
着
意
厩
を
通
じ
て
、
馬
を
徴
発
で
き
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
飛
龍

使
の
政
治
的
地
位
を
高
め
る
有
利
な
客
観
的
条
件
と
な
っ
た
。

①
　
『
重
書
』
巻
二
八
、
百
官
志
、
殿
内
省
の
条
に
、
「
漂
動
局
量
左
右
六
三
、
一

　
左
右
飛
黄
閑
、
二
左
右
吉
良
閑
、
三
左
右
龍
媒
閑
、
濁
左
右
駒
験
閑
、
五
左
右
駅

　
駆
閑
、
六
左
右
天
意
閑
」
と
あ
り
、
加
え
て
『
逓
典
』
巻
二
六
、
職
官
八
、
殿
中

　
監
の
灸
に
只
階
代
）
置
難
業
局
署
、
奉
御
二
人
、
大
唐
桜
之
、
増
置
奉
御
四
人
。

　
龍
朔
二
年
（
六
六
二
）
、
改
為
奉
駕
大
夫
、
威
亨
元
年
（
六
七
〇
）
復
蕾
。
尚
乗

　
奉
御
、
掌
六
日
門
馬
、
　
一
日
飛
…
黄
閑
、
二
臼
士
口
良
畑
中
、
三
日
靴
罷
空
寝
…
、
四
日
駒
験
閑
、

　
五
日
歓
醍
閑
、
六
日
天
母
野
」
と
見
え
、
幾
代
の
尚
連
舞
と
左
右
六
閑
が
、
い
ず

　
れ
も
雌
鶏
の
旧
制
を
継
承
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尚
乗
奉
御
は
唐
歌
に
二
人
か
ら

　
四
人
に
増
え
た
り
、
名
前
が
一
度
奉
駕
大
夫
に
変
わ
っ
た
り
し
た
が
、
唐
の
開
国

　
以
来
ず
っ
と
飛
黄
以
下
の
左
右
六
閑
を
管
轄
し
て
い
た
。

②
　
重
代
の
初
め
、
「
閑
」
と
「
厩
」
は
お
そ
ら
く
違
う
性
質
の
概
念
で
あ
っ
た
。
内

　
外
閑
厩
の
全
体
的
概
念
が
、
簡
単
に
い
わ
ゆ
る
「
内
閑
」
、
「
外
厩
」
と
分
け
ら
れ

　
る
よ
う
で
あ
る
。
「
臨
…
」
は
や
は
り
宮
苑
以
外
の
範
囲
に
建
て
ら
れ
、
「
閑
」
よ
り

　
わ
り
あ
い
大
き
な
規
模
で
あ
る
。
『
新
唐
書
』
銀
閣
〇
、
兵
志
に
「
総
十
有
ご
閑

　
（
左
右
六
閑
）
為
二
厩
（
祥
麟
、
鳳
苑
）
」
と
見
え
よ
う
に
、
「
厩
」
の
概
念
も
「
閑
」

　
の
上
級
の
も
っ
と
広
い
構
造
と
理
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
唐
の
中
期
に
な
る
と
、

　
「
内
貼
」
、
「
外
厩
」
の
区
別
は
す
で
に
な
く
な
っ
た
。
『
唐
六
典
』
に
、
島
外
の

　
左
飛
、
右
飛
、
左
萬
、
右
萬
を
四
閑
と
呼
び
、
逆
に
侯
内
の
飛
龍
、
祥
麟
、
鳳
苑
、

　
購
墜
、
吉
良
、
六
璽
を
石
楼
と
称
す
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
内
」
と
「
外
」

　
の
分
野
は
依
然
存
在
し
た
が
、
「
閑
」
と
「
厩
」
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
に
な
っ
て
い
た

　
の
で
あ
る
。

③
　
唐
代
の
閑
厩
制
度
を
観
察
す
れ
ば
、
左
右
閑
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

　
る
。
左
右
侯
厩
、
左
右
六
撃
茎
厩
制
以
外
、
轟
轟
の
聖
目
六
閑
も
左
右
閑
と
分
け

　
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
新
医
書
臨
巻
五
、
玄
宗
紀
に
「
（
開
元
一
八
年
）

　
こ
月
丙
寅
、
大
雨
、
雷
震
左
飛
龍
厩
、
災
」
と
見
え
、
飛
龍
鷹
に
は
実
は
左
右
こ

　
厩
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
『
旧
唐
書
』
巻
四
四
、
職
官
志
、
尚
乗
局
の
条

　
に
「
開
元
初
、
隷
閑
走
使
、
暮
景
無
蓋
、
基
左
右
六
野
茎
葉
官
、
再
案
変
換
受
領

　
之
」
と
述
べ
、
武
漁
期
か
ら
玄
宗
期
へ
の
侯
内
見
閑
は
や
は
り
同
じ
よ
う
に
十
二

　
閑
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

④
　
　
『
新
唐
書
』
巻
四
七
、
兵
志
、
殿
中
省
の
条
に
、
「
開
元
初
、
門
弟
馬
至
万
匹
」

　
と
述
べ
る
。
ま
た
同
書
十
五
〇
に
「
徳
宗
建
軍
元
年
、
市
関
輔
馬
三
萬
面
内
厩
」

　
と
あ
る
。

⑥
『
唐
会
話
』
巻
七
二
、
馬
の
条
に
「
（
憲
宗
）
元
和
四
年
三
月
詔
、
内
厩
の
馬
、

　
其
数
尚
多
、
委
飛
龍
使
具
條
流
減
省
聞
奏
」
と
あ
り
、
『
新
唐
霞
』
憲
宗
紀
に
即

　
ち
「
省
飛
龍
戯
曲
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
減
ら
さ
れ
る
内
曲
馬
が
飛
龍
馬
と
認
め

　
ら
れ
る
。
な
お
、
『
冊
府
元
亀
』
憲
宗
期
に
は
「
以
飛
龍
馬
数
百
匹
付
畿
内
諸
騨
」

　
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

⑥
安
史
の
乱
の
直
後
、
太
子
た
る
孟
宗
が
全
国
の
官
馬
を
集
め
て
も
数
万
匹
だ
け

　
で
あ
り
、
天
帝
年
間
の
三
〇
万
近
い
官
馬
と
は
か
な
う
違
う
。
ま
た
吐
蕃
の
侵
入

　
し
た
後
、
唐
の
最
も
重
要
な
牧
地
で
あ
っ
た
賢
慮
牧
地
が
喪
失
さ
れ
た
た
め
、
閑

　
厩
使
は
荒
廃
し
た
岐
陽
の
牧
地
を
管
理
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
（
『
唐
会
要
』
巻

　
七
二
を
参
照
）
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唐代における飛龍厩と飛龍使（趙）

⑦
『
新
唐
書
』
巻
四
七
、
百
官
志
に
「
聖
暦
中
、
慨
閑
厩
使
、
以
殿
中
監
承
恩
遇

　
者
為
之
」
と
述
べ
る
。
ま
た
『
唐
薯
要
』
巻
六
五
、
閑
厩
使
の
条
に
「
萬
歳
通
天

　
元
年
五
月
、
置
侯
内
閑
厩
、
令
殿
中
丞
裳
懐
哲
検
校
、
未
置
使
、
至
鶏
麿
三
年
二

　
月
、
改
殿
中
電
源
、
充
閑
厩
使
」
と
見
え
、
閑
厩
使
が
創
設
さ
れ
た
隣
期
は
ま
さ

　
に
武
官
聖
暦
三
年
で
あ
る
。

⑧
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
二
、
玄
宗
開
元
七
年
三
月
乙
卯
の
条
、
胡
三
省
の
註
に

　
「
唐
初
以
尚
乗
局
掌
内
外
閑
厩
之
馬
十
二
閑
。
既
置
内
外
閑
跣
使
専
掌
御
馬
、
因

　
以
尚
乗
局
隷
三
鷹
使
」
と
あ
る
。
ま
た
『
篭
耳
書
』
巻
四
四
、
職
官
志
、
三
乗
局

　
の
条
を
参
照
。

⑨
　
『
旧
註
書
』
巻
一
一
、
代
宗
紀
に
「
飛
龍
閑
臨
副
使
山
元
振
為
右
監
門
将
軍
」

　
と
あ
る
。
な
お
、
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
七
室
者
上
に
よ
っ
て
、
代
宗
永
泰
年
間
に
、

　
魚
朝
恩
も
飛
龍
閑
厩
使
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
冊
府
元
亀
』
帝
王

　
部
、
粛
宗
上
元
元
年
閾
四
月
己
卯
の
条
に
「
内
外
文
武
官
賜
爵
蟹
草
差
、
其
六
軍

　
及
飛
龍
閑
厩
加
賜
物
」
と
述
べ
る
呼
称
か
ら
見
れ
ば
、
中
期
以
後
、
飛
龍
使
を
以

　
て
閑
厩
使
を
兼
ね
る
こ
と
は
、
常
態
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

⑩
内
外
閑
厩
が
当
初
実
体
を
具
え
て
い
た
こ
と
は
、
安
史
の
乱
の
頃
ま
で
の
三
厩

　
使
の
活
動
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
玄
宗
期
の
安
野
山
は
即
ち
内
外
閑

　
厩
使
を
以
て
精
鋭
の
厩
馬
を
重
陽
に
帰
し
、
唐
に
反
抗
す
る
実
力
を
山
積
で
き
た

　
よ
う
で
あ
っ
た
。
（
『
新
唐
書
』
巻
瞬
○
、
兵
志
を
参
照
）
。
ま
た
安
史
の
乱
の
後
、

　
馬
を
積
層
す
る
任
務
が
、
内
外
閑
厩
皇
典
毛
仲
の
協
力
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
の
で

　
あ
る
。
（
同
書
巻
一
二
一
、
王
毛
仲
松
を
参
照
）
。
書
誌
使
の
職
掌
が
失
わ
れ
る
の

　
は
、
ほ
ぼ
粛
宗
、
代
宗
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
唐
長
孫
「
唐
代
的
内
諸
司

　
使
丁
其
演
変
」
を
参
照
。

＠
　
例
え
ば
、
『
文
苑
英
華
』
巻
五
八
三
、
代
武
相
公
爵
借
飛
龍
馬
表
の
条
、
白
丁

　
三
三
、
謝
借
飛
龍
馬
二
疋
状
の
条
、
巻
穴
三
四
、
為
中
学
栄
主
公
謝
借
飛
龍
馬
送

　
至
府
界
状
な
ど
の
記
載
が
あ
る
。

二
　
飛
龍
使
の
拾
頭
と
唐
代
宮
廷
政
治

　
以
上
に
述
べ
た
如
く
、
唐
代
の
飛
龍
厩
制
度
は
無
畜
期
前
後
か
ら
次
第
に

確
立
さ
れ
、
伎
内
六
閑
制
度
中
の
最
も
重
要
な
内
厩
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
。
そ
れ
に
伴
い
、
長
官
た
る
飛
龍
使
も
そ
の
権
力
を
強
め
た
。

　
玄
宗
代
以
来
、
帝
王
の
臨
朝
起
居
の
所
が
、
長
安
城
の
西
内
と
呼
ば
れ
る

太
極
宮
か
ら
そ
の
東
内
で
あ
る
大
明
宮
へ
移
動
す
る
に
従
っ
て
、
国
家
行
政

と
政
策
の
決
定
の
中
心
も
同
じ
よ
う
に
宰
相
を
い
た
だ
く
南
衙
か
ら
宙
官
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

統
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
大
明
宮
は
本
来
の
長
安
城
の
北
側
に
接
し
て
、
そ

の
南
面
の
宮
門
は
太
極
宮
、
皇
城
諸
衙
門
に
通
じ
て
い
た
。
一
方
、
大
明
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
東
西
北
三
面
は
、
兵
力
を
配
置
し
て
防
衛
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
禁

中
の
新
し
い
防
衛
力
と
し
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
左
右
神
鋼
軍
が
枢
要
な
地

　
　
　
　
　
　
　
　
③

位
を
占
め
て
い
た
が
、
唐
中
期
以
降
様
々
な
宮
廷
政
変
が
発
生
す
る
状
況
の

も
と
で
、
神
父
軍
以
外
に
飛
龍
兵
馬
を
派
遣
し
動
乱
を
速
や
か
に
鎮
定
し
え

た
こ
と
は
、
王
朝
存
続
の
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
玄
宗
天
宝
十

一
年
（
七
五
二
）
邪
緯
と
い
う
者
が
龍
武
将
軍
を
殺
し
、
龍
武
萬
騎
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
乱
を
起
こ
し
た
際
、
庫
官
高
力
士
は
飛
龍
兵
を
率
い
て
乱
を
鎮
圧
し
た
。

ま
た
安
史
の
反
乱
軍
が
長
安
の
京
城
に
逼
っ
た
時
、
玄
宗
は
一
方
で
は
禁
馬

を
選
ん
で
皇
室
近
臣
と
共
に
北
門
を
避
け
な
が
ら
、
他
方
で
は
飛
龍
兵
馬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

太
子
に
任
せ
て
お
い
て
留
守
さ
せ
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
玄
宗
期
か
ら
飛
龍
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厩
内
の
丘
ハ
馬
は
一
種
の
特
別
な
応
急
の
軍
事
手
段
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
飛
龍
厩
が
応
急
の
機
能
を
果
た
し
た
の
は
、
や
は
り
そ
の
設
置
箇
所
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

理
解
さ
れ
る
。
飛
龍
厩
の
位
置
は
宮
城
の
北
門
で
あ
る
玄
武
門
付
近
で
あ
り
、

帝
王
居
所
と
宮
外
の
中
聞
に
位
置
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
宮
内
・
宮
外
双
方

の
情
報
や
変
化
な
ど
を
良
く
把
握
し
て
お
り
、
二
王
の
応
変
措
置
を
採
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
粛
宗
、
代
置
の
問
に
儲
窟
継
位
問

題
か
ら
起
き
た
宮
廷
政
変
に
示
さ
れ
て
い
る
。
『
漏
吉
書
』
巻
十
一
、
代
宗

紀
に
、

　
　
十
重
元
年
（
七
六
二
）
四
月
、
粛
宗
大
漸
、
還
幸
皇
后
無
子
。
后
恐
上

　
　
功
難
制
、
陰
引
越
王
係
於
宮
中
、
将
図
廃
立
。
乙
丑
、
皇
后
縛
帯
太
子
。

　
　
中
官
憲
逆
意
、
竃
元
振
素
知
之
、
即
勒
兵
於
凌
君
門
、
倹
太
子
至
、
即

　
　
衛
従
太
子
入
飛
龍
厩
以
挨
黒
変
。
是
許
、
勒
兵
於
三
殿
、
収
捕
越
王
業

　
　
…
…
幽
草
盾
於
別
殿
。

と
あ
り
、
粛
宗
が
危
篤
の
際
、
張
皇
后
は
太
子
（
代
宗
）
の
功
績
が
高
く
、

そ
れ
を
抑
え
が
た
い
こ
と
を
慮
り
、
密
か
に
越
王
係
と
共
に
廃
立
の
事
を
図

っ
た
。
其
の
時
、
禁
書
を
掌
っ
て
い
た
李
輔
国
、
飛
龍
糞
意
副
使
の
蔵
元
振

ゆ
張
皇
后
の
陰
謀
を
知
る
や
・
た
だ
ち
に
凌
雷
門
で
李
を
護
送
し
・
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
皇
盾
と
孫
王
な
ど
を
殺
し
、
代
宗
を
擁
立
し
た
。
そ
の
政
変
の
過
程
に
つ

い
て
は
、
飛
龍
厩
と
そ
の
長
官
の
役
割
が
極
め
て
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
忍
言
、
詞
宗
以
後
、
敬
語
、
文
宗
の
問
に
、
宮
廷
政
変
が
再
び
発

生
し
た
。
酒
宴
で
酔
っ
た
敬
宗
は
、
更
衣
蜜
で
軍
士
心
懸
明
な
ど
に
殺
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
党
で
あ
る
劉
克
明
が
帝
王
の
御
忌
を
偽
称
し
、
翰
林

学
士
上
階
に
遺
詔
を
起
草
せ
し
め
、
緯
王
悟
に
軍
国
の
大
権
を
掌
ら
せ
る
こ

と
を
企
て
た
。
こ
の
陰
謀
に
つ
い
て
は
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
三
、
・
敬
宗

宝
暦
二
年
（
八
二
六
）
十
二
月
壬
寅
の
条
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
於
是
認
密
使
王
髭
勝
、
楊
承
和
、
中
尉
魏
洋
弓
、
梁
守
謙
定
議
、
以
衛

　
　
兵
迎
下
書
飛
入
宮
。
発
左
、
右
転
策
、
飛
龍
兵
進
討
賊
党
、
盤
斬
之
…
三

　
　
甲
辰
、
見
諸
軍
使
於
少
陽
院
。
乙
巳
、
文
宗
即
位
。

こ
の
際
に
も
、
飛
龍
兵
を
以
て
叛
乱
分
子
を
速
や
か
に
討
伐
で
き
た
こ
と
か

ら
見
れ
ば
、
中
唐
以
後
の
飛
龍
厩
と
左
右
神
策
軍
と
の
関
係
が
か
な
り
緊
密

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
図
e
に
示
す
如
く
、
右
三
軍
た
る
右
翼
策
軍
、

右
龍
武
軍
、
右
羽
林
軍
が
つ
ね
に
大
明
宮
の
西
側
、
九
仙
門
の
外
に
駐
屯
し
、

左
三
軍
た
る
左
神
策
軍
、
左
龍
武
軍
、
左
羽
林
軍
が
東
側
の
無
爵
門
に
と
ど

　
⑨

ま
り
、
飛
龍
厩
が
図
⇔
に
示
す
如
く
、
玄
武
門
の
西
側
を
守
る
の
で
、
大
明

宮
三
面
に
強
い
防
衛
網
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
時
期
、
帝
王

の
起
居
が
大
島
宮
へ
移
る
に
従
っ
て
、
太
子
の
居
る
東
宮
も
少
額
院
に
移
っ

た
。
図
⇔
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
右
液
並
置
院
は
大
明
宮
の
西
北

　
　
　
　
⑩

の
隅
に
近
く
、
つ
ま
り
凌
零
門
の
南
に
位
置
し
て
い
る
。
凌
雷
門
を
出
る
と
、

す
な
わ
ち
飛
龍
厩
の
付
近
で
あ
る
。
都
響
国
・
程
元
振
が
少
陽
院
か
ら
凌
零

門
に
至
っ
た
代
宗
を
保
護
し
、
飛
龍
厩
に
入
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
飛
龍
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凌腎門 元武門 銀漢門

元武殿

紫
蘭

大角観

殿

長閣
太

含泳殿
液
亭

九
　　　仙右右右門 承香殿 太1俊池 珠鏡殿
帥龍朋
策武林 大福殿
軍軍軍 含涼殿

曹慶殿
蓬莱殿

東 金野殿 清思殿

　　　翰
@　　林
ﾋ麟　院
ﾑ山
@殿

　　　　　　　　　綾
@　　　紫震殿　　　綺延英殿　　　　　　　殿

　　　　太和殿
ｱ葭宣徽殿

右銀盈垂門

@西@邪　夕匡

磯撫髄　　餐完　　ヰ！　　月　　　　日　　　F彗宏史　　　　　　　　　下文館　　　｛1さ華　華　　　省門　門　省館

左銀豪門

@東
@蜘　夕巳

ｴ　審

　　　　噂

日
螢
門

膣徽㌔酬　　縣門　　　　　　　　　　　　門
首　　　腫i池　　　聖　　　「：完

門左左左

@羽龍紳
@林武策

光　　　観　含元殿　　通　　昭 軍軍軍
範　　象　　　　　乾　訓
門　　門　朝　朝　門　F・1 鞠場

套堂堂釜

一隅橋饒　饒糠 東ド馬橋

興安門 建福町　　　　丹鳳門　　　望仙門

　　　e大　明　宮　図
　〔徐松r唐両京城坊考2に拠る〕

延政門
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菰
月
木
ド

ノ
ニ
ニ
ォ
コ

雨
龍
武
軍
左
三
軍

左
紳
策
軍

東
内
苑

フヒ禾IIF『

飛
龍
院

玄
武
門

　
　
　
大
明
宮

s＊・

示
九仙門

軍螢

ソしイpEiF理

右銀営門

右
羽
林
軍

右
龍
武
軍
右
三
軍

右
紳
策
軍

　　　⇔禁軍営図
〔◎・㊧いずれも程大昌r雍録』に拠る〕

院三

戸殿東
　　廊
複門燈

翰林院門

東金’：机

壬禦
院披　寝
　　　殿

廊
三
儀
棲

少
陽
院
　
翰
林
院
學
士
院

禁
軍
螢

オヨ裟艮三笠｝】匡」

㊧大明宮学士院図

厩
の
位
置
に
由
来
す
る
。
敬
宗
末
年
、
少
陽
院
に
居
る
江
王
瀬
（
文
宗
）
が

飛
龍
兵
に
迎
え
ら
れ
た
の
も
、
少
陽
院
と
の
近
接
と
い
う
飛
龍
厩
の
地
理
的

位
置
に
同
じ
く
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
上
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
六
五
、
内
臣
部
に
、

　
　
文
宗
以
宝
暦
二
年
十
二
月
即
位
、
増
右
軍
中
尉
梁
守
謙
食
実
封
三
百
戸
、

　
　
左
神
策
中
尉
魏
簡
弘
開
脚
開
府
儀
同
三
司
、
継
密
使
楊
承
和
、
飛
龍
使

　
　
章
元
素
進
、
弓
箭
庫
使
一
十
峻
加
上
将
軍
、
並
賞
功
也
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
文
治
が
即
位
し
て
政
変
の
中
で
功
績
を
立
て
た
諸
軍
諸

使
に
賞
を
与
え
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
飛
龍
使
に
よ
る
飛
龍
兵
の
動
員
は
政

変
の
帰
趨
を
決
定
す
る
重
大
な
要
因
で
あ
っ
た
。
『
黙
黙
元
亀
』
の
唐
代
に

関
し
て
の
史
料
は
、
唐
の
『
実
録
』
の
記
載
か
ら
採
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

中
期
以
後
の
政
治
の
実
清
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手
懸
か
り
と
な
る
。
な
お

章
元
素
は
、
文
宗
、
敬
宗
の
政
変
の
み
な
ら
ず
、
憲
宗
、
穆
宗
期
間
の
政
変

に
参
与
し
た
こ
と
が
あ
る
。
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
四
、
王
守
澄
伝
に
、

　
　
憲
宗
疾
大
漸
、
内
官
陳
弘
慶
等
斌
逆
。
一
宗
英
武
、
威
徳
三
人
、
内
官

　
　
秘
之
、
不
敢
除
討
、
但
与
薬
発
暴
崩
。
時
守
澄
与
中
尉
馬
三
十
、
梁
守

　
　
謙
、
劉
承
借
、
血
畢
元
素
等
定
冊
立
穆
宗
皇
帝
。

ま
た
『
新
…
唐
書
』
巻
二
回
目
本
伝
に
、

　
　
是
夜
、
守
旧
与
内
常
侍
陳
弘
志
殺
帝
於
中
和
殿
、
縁
所
餌
、
以
暴
崩
告

　
　
天
下
、
乃
与
梁
守
謙
、
章
元
素
等
定
冊
立
穆
宗
。
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と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
政
変
の
主
謀
者
は
主
に
宙
官
陳
弘
志
（
陳
弘
慶
）

と
王
病
患
で
あ
り
、
政
変
の
過
程
で
、
さ
ら
に
梁
守
謙
、
馬
進
灘
、
難
元
素

な
ど
の
枢
要
な
官
員
が
加
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
旧
唐
書
』
に
よ
れ
ば
、

中
尉
以
下
四
人
が
あ
り
、
実
は
た
だ
馬
進
潭
、
思
慮
謙
が
左
右
神
策
士
中
尉

で
あ
っ
た
。
そ
の
下
の
卑
元
素
が
飛
龍
使
か
ら
枢
密
使
、
神
里
護
軍
中
尉
に

陞
進
し
た
の
は
、
文
宗
太
和
以
後
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
憲
宗
を
殺
し
自
宗

を
擁
立
し
た
政
変
の
期
間
に
、
地
方
の
帯
磁
か
ら
内
廷
の
飛
龍
使
に
変
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
飛
龍
使
が
宮
廷
政
変
に
参
加

し
た
の
は
、
粛
宗
、
諸
宗
、
憲
宗
、
穆
宗
、
敬
宗
、
文
部
六
朝
に
亙
る
。

　
常
に
神
策
護
軍
中
尉
と
軍
事
行
動
を
共
に
す
る
飛
龍
使
は
、
そ
の
地
位
が

漸
次
高
ま
っ
た
。
北
衙
諸
司
の
中
で
は
、
左
右
神
策
軍
三
軍
中
尉
の
二
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

内
枢
密
使
の
二
人
が
内
諸
司
の
鷺
宮
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
四
貴
で
あ
っ
た
。

飛
龍
使
が
順
当
に
昇
進
す
れ
ば
、
す
ぐ
四
貴
に
至
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
表
二
の
示
す
如
く
、
憲
宗
朝
の
天
与
忠
や
仇
士
良
な
ど
が
飛
龍
使
か
ら
神

策
護
軍
中
尉
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
敬
宗
期
の
馬
存
亮
や
其
後
の
楊

復
恭
等
が
、
政
治
上
の
失
脚
の
た
め
に
、
神
策
中
尉
あ
る
い
は
枢
密
使
か
ら

飛
龍
使
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
飛
龍
使
が
唐
中
期
以
後
、
す
で
に

神
埼
軍
使
、
枢
密
使
に
次
ぐ
地
位
に
置
か
れ
、
重
要
な
内
諸
司
使
の
一
つ
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
宮
廷
政
策
を
決
定
す
る
に
あ

た
っ
て
、
飛
龍
使
が
時
々
こ
れ
に
参
与
で
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
宗

時
代
の
飛
龍
繋
馬
存
亮
と
神
策
軍
中
尉
王
難
澄
、
鄭
注
と
の
争
議
が
挙
げ
ら

れ
る
。
宰
相
宋
申
錫
は
文
宗
の
配
当
王
湊
を
擁
立
す
る
意
図
が
あ
る
と
急
告

さ
れ
た
が
、
馬
存
亮
は
宋
申
錫
の
無
罪
を
了
解
し
て
、
守
澄
の
兵
を
派
遣
し

よ
う
と
す
る
の
を
制
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
資
治
善
心
』
巻
二
四

四
、
太
和
五
年
（
八
三
一
）
二
月
の
条
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
上
弟
璋
王
湊
賢
、
有
人
望
、
注
思
差
策
都
島
候
豆
盧
著
謳
実
写
錫
聯
立

　
　
璋
王
。
戊
戌
、
守
澄
奏
之
、
上
以
為
信
然
、
甚
怒
。
甘
辞
三
号
遣
二
百

　
　
騎
居
申
開
家
、
飛
龍
使
馬
毒
悪
照
影
日
、
如
此
、
則
京
城
画
具
夷
、
宜

　
　
召
他
相
与
議
其
事
。
守
宮
乃
止
。

こ
の
虐
殺
が
避
け
ら
れ
た
の
は
、
飛
龍
使
の
宮
廷
会
議
中
の
影
響
力
と
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
飛
龍
使
は
単
に
飛
龍
厩
の
日
常
事
務
を
掌
る

ば
か
り
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
宮
廷
内
外
の
安
全
の
た
め
、
飛
型
軍
使
と
共

に
軍
事
対
策
を
立
て
た
り
行
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
の
役
割
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
唐
滅
亡
前
夜
、
単
語
が
侵
入
し
つ
つ
あ
る
際
に
は
、
神
策
護
軍
中
尉

が
討
伐
軍
の
制
置
招
討
使
と
な
っ
た
と
同
時
に
、
飛
龍
使
楊
復
讐
が
副
使
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
蕗
宗
時
代
（
八
六
〇
1
八
七
三
）
に
は
、
飛
龍
使
以
外
に
小
馬
坊
使
が
新

設
さ
れ
た
。
田
老
孜
が
小
馬
並
等
か
ら
神
策
謬
説
中
尉
に
昇
進
し
た
こ
と
か

　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ら
盗
れ
ば
、
小
馬
坊
使
は
ま
さ
に
飛
龍
使
の
変
型
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
五
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表二聖代の飛龍使

時代1人刎 飛龍使に任ぜられる前後の官職 出 典

粛宗

代宗

憲宗

憲宗

敬宗

文宗

宣宗

鎌宗

熱宗

円宗

昭丁

寧恋宋

永薬方

和
年

元
元

元和

宝　暦

二年

太和

＝た中

十一年

成通
三年
威　通

十年
中　和

三工

程元振

魚朝恩

彰献忠

劉弘規

章元素

仇士良

王　鶴　長

円遵禮

馬存良

門川恭

天　復
　　　陳
三年

門

内射生使，飛龍閑厩副使→二二門衛将軍，

知内侍省→元帥行軍司馬

観軍容宣慮置使→観軍容，加判国子監事，

光緑，鴻騰，礼賓，内飛龍，閑厩等使

r新唐書』巻207窟者上

『旧愛書』巻11代宗紀

『新玉書』巻207二者上

『旧唐書』巻184窺官伝

教坊使→飛龍使→左神策護軍中尉
｝，文苑難巻932

翰林院使→河東監軍一〉内飛龍使一〉神策軍

副使

飛龍使→枢密二一・左神策無二中尉

大盈庫使領染坊→飛龍使→左神策護軍中

尉

飛龍使→枢密使

弓籠庫使→内飛龍使→内荘宅使

左神策中尉→内飛龍使→領軍衛上将軍

枢密使→飛龍使一〉継密使→左神策中尉

飛龍使→威遠軍使

r李文饒公集』別集巻6

『冊府』巻665，607

『通鑑』　巻244

『文苑英華』巻932

r旧唐書』巻18下宣宗紀

r全唐文』巻747

『金石量學…編』　巻117

『新唐書』巻207窟者上

r新唐楽』巻208寛者下

『旧唐書訪巻20上昭宗紀

①
　
詳
し
く
言
え
ば
、
所
謂
南
北
衙
と
い
う
呼
称
は
、

　
元
来
君
主
の
近
衛
兵
で
あ
り
、
南
側
の
皇
域
内
に

　
在
る
南
衙
の
十
二
衛
兵
と
北
側
の
禁
苑
内
に
在
る

　
北
山
の
六
軍
を
指
し
て
い
た
が
、
中
唐
よ
り
、
中

　
央
の
諸
官
庁
を
換
衛
さ
せ
る
南
衙
諸
兵
が
完
全
に

代
の
後
一
時
期
に
な
る
と
、
さ
ら
に
飛
龍
院
を
左

飛
龍
院
と
改
め
、
小
馬
坊
を
右
飛
龍
院
に
拡
充
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
四
脚
の
左
右
天
厩
坊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

あ
る
い
は
左
右
験
験
院
の
淵
源
で
あ
っ
た
。
唐
末

小
馬
坊
使
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
飛
龍
使
の
権
力

が
過
度
に
拡
大
し
た
た
め
、
そ
の
権
力
の
分
割
が

要
請
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
昭
宗
天
復

三
年
（
九
〇
三
）
、
寅
宮
た
る
内
諸
司
使
の
権
力

過
大
を
恐
れ
る
崔
胤
は
、
宣
武
軍
節
度
使
朱
全
一

の
協
力
に
よ
っ
て
内
諸
司
使
を
全
廃
し
よ
う
と
し

　
⑱

た
が
、
天
祐
尤
年
（
九
〇
四
）
に
は
最
低
限
度
の

職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
ま
だ
内
諸
司
九
戸
が

残
さ
れ
て
い
た
。
飛
龍
使
は
即
ち
九
使
の
一
つ
で

　
　
⑲

あ
っ
た
。
申
唐
よ
り
発
展
し
て
来
た
飛
龍
使
が
、

唐
末
朱
鮭
鱒
の
時
に
至
る
ま
で
も
枢
要
な
政
治
的

地
位
を
保
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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崩
壊
し
た
後
、
南
衙
の
諸
官
庁
を
南
司
と
い
っ
た
。
一
方
、
警
官
に
掌
ら
れ
る
北

　
衙
の
　
つ
で
あ
る
神
屋
軍
が
依
然
存
続
し
た
の
で
、
そ
の
後
発
展
し
て
き
た
他
の

　
盧
冨
掌
握
下
の
諸
機
関
と
と
も
に
北
司
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
曾
我
部
静
雄

　
「
唐
の
南
衙
と
北
衙
の
南
司
と
北
司
へ
の
推
移
」
（
『
史
林
』
第
六
四
巻
一
号
、
一

　
九
八
一
）
を
参
照
。

②
　
平
岡
武
夫
編
『
唐
代
の
長
安
と
洛
陽
』
資
料
篇
・
地
図
篇
（
｝
九
五
六
年
、
京

　
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
を
参
照
。

③
『
資
治
門
鑑
』
巻
二
二
八
、
徳
宗
夢
中
四
年
八
月
の
条
、
胡
三
省
註
に
「
左
右

　
羽
林
、
左
右
龍
武
、
左
右
神
策
為
叢
論
。
磐
石
、
左
右
羽
林
、
左
右
龍
武
、
左
右

　
神
事
漸
滅
軍
。
神
策
軍
最
盛
、
在
六
軍
之
右
」
と
あ
る
。

④
同
書
巻
二
一
六
、
玄
宗
三
宝
十
重
一
四
月
乙
酉
の
条
。

⑤
　
同
書
巻
二
～
八
、
粛
宗
至
徳
元
載
七
月
甲
午
の
条
と
丁
酉
の
条
。

⑥
唐
織
に
よ
っ
て
、
宮
城
の
北
門
が
つ
ね
に
玄
武
門
と
定
め
ら
れ
る
。
時
代
に
従

　
っ
て
、
君
主
の
居
る
宮
廷
は
違
う
が
、
い
ず
れ
も
北
面
玄
武
門
の
外
に
飛
龍
膓
を

　
設
置
す
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
武
后
期
の
飛
龍
厩
に
つ
い
て
、
『
古
海
』
巻

　
一
五
七
、
唐
上
陽
宮
の
条
に
「
北
出
日
元
（
玄
）
武
門
、
門
内
之
東
日
飛
龍
厩
」

　
と
あ
る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
『
映
西
通
志
』
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
東
内
太
極

　
宮
の
北
側
に
は
、
同
じ
く
飛
龍
厩
が
配
置
さ
れ
た
。
玄
宗
時
期
よ
り
、
大
明
宮
に

　
お
け
る
執
政
に
対
応
す
る
た
め
に
、
や
は
り
大
明
宮
の
北
に
移
設
さ
れ
た
玄
武
門

　
外
で
飛
罷
厩
を
設
立
し
た
。
『
唐
両
京
城
坊
門
』
巻
一
に
「
北
面
三
門
、
中
元
武

　
門
、
門
外
有
飛
龍
臨
」
と
あ
り
、
『
長
安
士
心
』
巻
六
、
更
に
コ
兀
武
門
外
西
日
飛

　
龍
院
、
又
飛
龍
厩
、
内
有
駆
徳
殿
、
（
文
宗
）
太
和
八
年
忌
」
と
述
べ
る
こ
と
か

　
ら
見
れ
ば
、
飛
龍
厩
は
旧
来
の
玄
武
門
東
側
に
あ
っ
た
が
、
玄
武
門
移
設
後
は
そ

　
の
西
側
に
移
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑦
『
新
曝
書
』
巻
芯
〇
七
、
寅
者
上
に
よ
れ
ば
、
自
費
振
の
使
職
は
「
飛
龍
厩
副

　
使
」
と
あ
る
が
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
～
、
代
宗
紀
に
は
「
飛
龍
閑
厩
副
使
」
と
記

　
す
。
程
元
振
が
実
は
飛
龍
と
閑
厩
の
職
を
兼
ね
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
資
治
通
鑑
』

　
巻
二
一
九
、
粛
宗
至
徳
元
載
春
正
月
の
条
に
「
李
輔
国
本
飛
龍
小
児
、
器
用
書
計
、

　
暴
走
太
子
宮
、
上
委
信
之
」
と
あ
る
。
ま
た
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
八
、
寛
者
下
に

　
よ
っ
て
、
粛
宗
の
時
李
輔
国
は
殿
中
監
、
閑
厩
、
璽
牧
等
使
を
兼
ね
、
内
外
閑
厩

　
の
事
務
を
総
轄
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
政
変
発
生
の
直
前
、
飛
龍
閑
厩

　
副
使
の
程
元
振
が
わ
ざ
わ
ざ
李
輔
国
に
知
ら
せ
た
原
因
で
あ
ろ
う
。

③
　
同
書
巻
二
二
二
、
粛
宗
宝
応
元
年
四
月
丁
卯
の
条
に
「
上
崩
、
輔
国
等
殺
后
井

　
（
越
王
）
係
及
…
見
王
澗
、
是
日
、
輔
国
辱
引
太
子
素
服
於
九
仙
門
与
宰
相
見
、
叙

　
上
皇
曇
駕
、
拝
巽
、
始
行
監
国
之
令
…
…
己
巳
、
三
無
即
位
」
と
あ
る
。

⑨
　
『
長
安
志
』
巻
六
、
左
右
三
軍
の
条
「
太
和
門
外
北
、
従
西
第
一
日
量
羽
林
軍
、

　
第
一
一
日
左
龍
武
軍
、
第
三
目
左
神
鹿
軍
、
以
上
左
三
軍
。
九
仙
門
外
之
北
、
従
東

　
第
一
日
右
羽
林
軍
、
第
二
日
捲
龍
武
軍
、
第
三
日
軍
神
策
軍
、
以
上
右
三
軍
。

⑩
　
程
大
昌
『
雍
録
』
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
少
陽
院
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
清
の

　
陸
増
祥
『
八
硬
室
金
石
補
正
』
巻
七
十
、
宮
聞
令
西
門
珍
墓
誌
の
識
語
に
「
孜
雍

　
録
云
、
待
制
禦
院
、
在
宣
政
殿
之
東
、
少
陽
院
之
西
。
又
云
、
（
穆
宗
）
長
慶
元

　
年
、
於
門
下
省
総
隈
陽
院
築
聖
遷
楼
観
。
又
云
、
学
士
院
北
庁
又
北
則
為
翰
林
院
。

　
翰
林
院
苓
北
則
為
日
算
院
。
是
有
両
常
陽
院
、
一
在
正
液
、
一
在
右
扱
」
と
述
べ

　
る
が
、
両
者
の
関
係
は
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
。
宋
の
宋
敏
求
『
長
安
志
』
は
、

　
翰
林
院
の
北
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
右
教
鞭
陽
院
に
言
及
し
て
い
る
。
一
方
、

　
清
の
粟
野
『
唐
芋
京
城
坊
考
』
の
大
明
宮
図
（
図
一
）
に
は
、
た
だ
左
按
の
少
陽

　
院
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
従
来
史
家
に
よ
っ
て
左
孕
披
の
少
陽
院
の
取
捨
も
異

　
な
る
が
、
本
文
で
討
論
す
る
少
陽
転
は
西
北
の
隅
の
酸
漿
院
、
即
ち
「
右
扱
」
の

　
薄
陽
院
で
あ
る
。

⑪
　
特
に
唐
中
期
に
な
る
と
、
牛
車
の
党
争
が
起
こ
っ
た
の
で
、
国
史
中
で
の
朝
臣

　
へ
の
評
倣
、
記
載
な
ど
が
時
々
史
官
の
新
旧
両
党
に
対
し
て
の
立
場
に
よ
っ
て
偏

　
向
し
た
と
思
わ
れ
る
。
『
偶
府
元
亀
』
は
『
実
録
』
の
資
料
を
多
く
引
用
し
、
以

　
上
の
問
題
の
解
決
上
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
唐
長
石
「
唐
修
憲
穆
敬
文
四
朝
実
録

　
与
牛
沼
党
争
」
（
『
山
居
在
稿
』
）
を
参
照
。
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⑫
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
三
、
敬
宗
宝
暦
二
年
一
二
月
、
胡
三
省
註
「
唐
末
謂
両

　
枢
密
、
両
中
尉
為
四
貴
」
と
あ
り
、
両
枢
密
と
い
う
の
は
、
同
書
巻
二
六
三
、
昭

　
宗
天
復
三
年
、
胡
註
に
「
枢
密
分
東
西
院
、
東
院
為
上
院
、
二
院
為
下
院
」
と
述

　
べ
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
す
な
わ
ち
東
西
両
院
の
枢
密
使
で
あ
る
。

⑬
『
資
治
通
鑑
』
二
二
四
四
、
文
宗
太
三
五
年
三
華
言
卯
の
条
に
「
疑
二
王
湊
為

　
巣
県
公
、
宋
申
錫
為
腿
州
司
馬
」
と
あ
る
。
飛
三
唱
馬
存
亮
は
自
分
の
議
事
責
任

　
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
、
同
日
み
ず
か
ら
致
仕
を
請
っ
た
。

⑭
同
書
巻
二
五
四
、
僖
宗
広
明
元
年
十
一
月
壬
戌
の
条
。

⑯
『
新
唐
書
』
二
二
〇
八
、
話
者
下
、
田
令
孜
伝
に
「
（
酪
宗
）
威
通
時
、
歴
小

　
馬
坊
使
。
僖
宗
即
位
、
擢
令
孜
二
神
策
軍
中
尉
」
と
あ
る
。

⑯
『
職
官
分
紀
』
巻
四
四
、
横
行
東
西
班
大
小
使
臣
、
左
右
験
髭
面
副
使
の
条
に
、

　
「
唐
有
飛
龍
使
乃
（
及
）
小
馬
坊
使
、
五
代
梁
改
小
馬
坊
使
九
天
艘
、
後
雪
椿
為

　
飛
龍
小
馬
坊
使
。
長
興
元
年
、
改
飛
龍
院
為
左
飛
龍
、
小
馬
二
二
右
飛
龍
院
」
と

　
あ
り
、
唐
使
の
飛
龍
使
が
設
置
さ
れ
る
の
は
、
小
馬
坊
使
の
成
立
以
前
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
「
飛
龍
使
乃
小
馬
坊
使
」
と
い
う
言
い
方
は
、
誤
り
で
あ
る
。
な
お
、

　
『
事
物
紀
原
』
暴
富
下
調
、
横
行
武
列
双
極
二
八
、
駅
騨
の
条
に
「
宋
朝
会
戦
日
、

　
唐
有
飛
龍
使
及
小
馬
坊
使
」
と
見
る
よ
う
に
、
「
乃
」
は
「
及
」
の
誤
り
で
あ
る
。

⑰
『
事
物
紀
原
』
集
類
巻
六
、
前
罪
の
条
「
後
唐
長
興
元
年
、
改
飛
龍
院
為
左
飛

　
支
院
、
小
馬
坊
為
右
飛
龍
院
。
太
平
興
国
三
年
、
改
左
右
天
厩
坊
。
毒
心
二
年
、

　
始
團
左
右
駅
駿
院
、
使
各
薄
腹
。
此
左
右
駅
牛
使
之
始
也
」
。

⑱
『
資
治
通
雲
』
巻
二
六
三
、
昭
宗
天
復
三
年
春
正
月
庚
午
の
条
「
（
朱
）
全
忠
、

　
崔
胤
同
対
、
二
士
、
…
…
請
悉
罷
諸
司
使
、
其
事
山
尽
帰
山
省
寺
、
諸
道
監
軍
、

　
倶
召
還
闘
下
、
類
従
之
、
是
日
面
忠
以
兵
駆
寛
官
第
五
可
範
等
数
百
人
、
於
内
侍

　
省
尽
殺
…
…
自
悪
宣
伝
詔
命
、
皆
令
宮
人
出
入
」
。

⑲
『
唐
会
要
』
巻
七
九
、
二
二
雑
録
下
に
「
天
縮
元
年
四
月
勅
、
今
後
除
留
宣
徽

　
両
院
、
小
馬
坊
、
豊
徳
庫
、
御
厨
、
客
省
、
一
門
、
飛
龍
、
荘
宅
九
三
外
、
余
並

　
停
廃
」
と
あ
り
、
な
お
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
六
四
、
昭
宗
天
祐
元
年
四
月
戊
申
の

条
を
参
照
。

三
　
飛
龍
使
制
の
内
部
の
構
造

　
以
上
お
お
ま
か
に
飛
龍
使
が
権
力
を
握
っ
た
原
因
と
過
程
を
唐
中
期
か
ら

の
宮
廷
政
治
と
関
連
付
け
て
考
え
て
み
た
。
次
に
、
飛
龍
使
制
の
内
部
の
構

造
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
飛
龍
兵
の
組
成
を
考
察
し
よ
う
。

　
武
后
期
の
侯
内
六
閑
の
一
つ
で
あ
る
飛
龍
鷹
が
、
殿
中
省
の
尚
自
局
か
ら

飛
龍
使
の
手
に
移
管
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
出
品
の
官
僚
の
構
成
に
大
き
な
変

化
は
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
以
前
と
同
じ
く
多
く
の
叢
叢
や
掌
閑
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
吏
員
を
擁
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
名
称
は
蒋
代
に
よ
っ
て
違

う
し
、
職
掌
が
互
い
に
重
複
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
一
応
飛
龍
厩
馬
の
飼

養
と
訓
練
な
ど
の
役
に
当
た
る
低
位
の
職
で
あ
る
。
史
書
の
中
で
は
、
隣
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
よ
う
な
人
々
が
飛
龍
小
児
と
簡
単
に
呼
ば
れ
る
。
そ
の
上
に
、
比
較
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

上
級
の
官
吏
た
る
野
馬
官
が
設
遣
さ
れ
る
。
『
野
鼠
元
亀
』
帝
王
部
を
見
れ

ば
、
宝
暦
二
年
（
八
二
六
）
十
二
月
甲
申
に
は
、
彼
ら
が
文
宗
登
位
の
宮
廷

政
変
に
参
与
す
る
過
程
で
、
錯
誤
を
犯
し
た
り
命
令
を
執
行
で
き
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

り
し
た
飛
龍
排
語
幹
、
飛
龍
小
児
の
処
分
を
命
じ
た
文
宗
の
詔
勅
が
あ
る
。

『
新
窟
書
』
兵
志
に
は
、
昭
宗
末
年
の
藩
臣
韓
建
が
、
諸
王
の
殿
後
四
軍
を

恐
れ
、
遂
に
こ
の
軍
を
解
散
さ
せ
、
た
だ
殿
一
兵
三
十
人
を
排
月
影
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

飛
龍
厩
に
留
め
た
と
述
べ
る
。
排
贈
官
の
身
分
は
、
一
種
の
臨
時
徴
集
の
兵
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員
で
あ
り
、
飛
龍
兵
の
組
成
の
一
部
分
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
前
述
の
玄
宗
期
に
邪
絆
の
叛
乱
を
抑
え
止
め
た
の
は
、
『
資
治
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

鑑
』
に
よ
れ
ば
、
「
飛
龍
禁
軍
」
と
雷
う
部
隊
で
あ
る
。
粛
宗
代
末
期
、
政

変
の
発
生
す
る
薩
前
に
、
飛
龍
厩
副
使
で
あ
る
程
下
振
が
射
影
使
を
兼
任
し
、

代
宗
を
擁
立
し
た
の
で
あ
る
。
『
冊
府
元
亀
』
が
、
即
位
し
た
代
宗
は
功
を

立
て
た
飛
龍
使
と
飛
龍
射
生
等
に
賞
を
与
え
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
見

　
⑦

る
と
、
飛
龍
厩
馬
に
乗
る
兵
員
が
ま
さ
に
禁
軍
の
一
部
た
る
射
生
塗
で
あ
っ

た
。
半
生
手
は
、
『
新
唐
書
』
懇
志
の
記
載
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
粛
宗
至
徳

二
年
（
七
五
七
）
に
北
衙
六
軍
以
外
に
新
設
さ
れ
た
左
右
英
武
軍
を
来
源
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
、
衙
前
官
生
手
・
供
奉
射
座
官
・
殿
前
髪
生
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

時
、
す
で
に
寛
官
に
管
理
さ
れ
、
飛
龍
厩
の
成
員
と
な
っ
て
い
た
。
史
籍
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
射
蛍
手
を
二
軍
に
非
ず
と
す
る
か
ら
、
い
つ
も
射
生
、
神
策
、
六
軍
を
別

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

別
に
称
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
学
部
書
』
雲
量
劉
克
明
伝
に
「
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

神
策
及
び
六
軍
飛
龍
兵
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
飛
龍
丘
ハ
は
神
策
軍
、
あ

る
い
は
他
の
信
認
六
軍
で
は
な
い
禁
軍
を
指
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
換

言
す
れ
ば
、
宮
廷
の
反
乱
が
起
こ
っ
た
際
、
培
地
の
飛
龍
筆
生
官
、
飛
龍
轡

型
官
、
飛
龍
小
児
な
ど
の
全
員
を
飛
龍
馬
に
加
え
て
、
す
ば
や
く
軍
事
行
動

に
移
る
の
が
、
常
に
飛
龍
使
が
主
導
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
飛
龍
使
制
の
下
層
官
員
の
構
造
が
大
体
わ
か
る
。
最

下
層
は
、
飛
龍
小
児
と
い
う
習
駅
や
掌
閑
な
ど
の
吏
員
で
あ
り
、
そ
の
上
に

飛
龍
排
馬
官
、
飛
龍
垣
生
官
が
設
置
さ
れ
た
。
　
一
方
、
飛
龍
厩
の
官
僚
は
飛

龍
便
、
飛
龍
副
使
を
頂
点
と
し
た
が
、
そ
の
下
に
判
官
を
設
置
し
た
よ
う
で

あ
る
。
『
金
石
葦
編
誌
略
』
巻
二
に
よ
れ
ば
、
竃
官
報
延
詐
が
「
内
飛
龍
厩

都
判
官
、
宝
応
功
臣
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
墨
堤
晩
期
以
降
、
飛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

龍
厩
の
判
官
制
度
が
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
判
官
と
い
う
制
度

は
、
本
来
中
央
律
令
官
制
の
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
理
解
で
は
唐
中
期

以
後
発
展
し
て
き
た
外
廷
或
い
は
地
方
の
当
職
の
属
官
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
節
度
使
、
副
以
下
の
判
官
や
転
意
使
、
塩
剥
使
、
副
以
下
の
判
官

な
ど
の
例
が
多
い
。
内
諸
司
使
の
判
官
が
早
れ
た
こ
と
は
、
内
外
の
三
野
の

判
宮
制
度
が
同
時
期
に
発
展
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
飛
龍
厩
の
み
な
ら
ず
、
梨
園
、
軍
器
、
内
儀
宅
、
内
園
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
内
諸
学
官
局
も
正
使
、
副
使
以
下
、
判
官
を
設
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。
飛

龍
使
制
の
全
体
の
成
員
を
上
位
か
ら
順
番
に
挙
げ
る
と
、
少
な
く
と
も
飛
龍

使
、
飛
龍
副
使
、
飛
龍
判
官
、
飛
龍
射
前
官
、
飛
龍
塩
瀬
官
、
飛
龍
小
児
な

ど
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
使
、
副
、
判
官
、
小
児
の
名
称
は
、
い
ず
れ
も
以

後
そ
の
他
の
内
諸
司
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
た
。

　
①
『
新
唐
書
』
巻
四
七
、
百
官
志
に
「
（
高
瀬
）
龍
朔
二
年
、
改
尚
乗
局
口
奉
駕

　
　
局
。
有
書
令
史
六
人
、
書
吏
十
四
入
、
直
官
二
十
人
、
習
駅
五
百
人
、
掌
閑
五
千

　
　
人
、
典
事
五
人
、
獣
医
七
十
人
、
掌
固
四
人
。
習
駅
、
掌
調
六
閑
之
馬
、
治
其
乗

　
　
具
鞍
轡
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
高
上
期
だ
け
で
、
尚
乗
局
の
三
遷
、
掌
閑
な
ど
の

　
　
役
員
が
す
で
に
五
、
六
千
人
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
数
字
は
、
も
し
『
旧
唐
書
』
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巻
四
四
、
職
官
志
に
記
載
さ
れ
た
唐
初
尚
上
局
の
習
駅
五
十
人
、
掌
閑
五
十
人
と

　
比
べ
れ
ば
、
す
で
に
何
十
倍
に
達
し
て
い
た
。
そ
の
点
か
ら
見
る
と
、
武
后
期
よ

　
り
発
展
し
て
き
た
飛
龍
厩
の
官
吏
は
か
な
ウ
多
い
と
思
わ
れ
る
。

②
　
『
資
治
霊
鑑
』
巻
一
二
九
、
愚
論
至
徳
二
載
春
正
月
琴
三
省
註
に
「
凡
厩
、
牧
、

　
五
坊
、
愁
奪
犯
給
使
者
、
皆
謂
之
小
児
」
と
あ
り
、
な
お
同
書
巻
二
三
六
、
順
宗
永

　
貞
元
年
甲
子
の
条
、
露
命
に
「
唐
時
給
役
者
多
呼
為
小
児
、
如
苑
整
小
児
、
飛
龍

　
小
児
、
五
坊
小
児
是
也
」
と
あ
り
、
又
巻
二
五
四
、
僖
宗
広
明
元
年
春
正
月
の
条
、

胡
註
に
「
唐
時
給
役
於
坊
、
厩
及
雲
叢
者
、
皆
謂
之
小
児
」
と
あ
る
。

③
掌
閑
、
調
馬
な
ど
の
寅
員
の
上
に
悪
馬
官
が
設
置
さ
れ
る
の
は
、
本
来
な
ら
朧

　
西
監
牧
の
制
度
の
～
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
侯
内
六
閑
が
上
述
の
制
度
を
継
承
し

　
た
り
改
め
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
新
唐
書
』
巻
五
〇
、
兵
志
に
、
「
唐
之
起

　
初
、
得
突
厭
馬
二
千
匹
、
又
得
晴
馬
三
千
於
赤
岸
沢
、
徒
之
石
巌
、
監
牧
之
舗
始

　
於
此
。
其
宮
領
以
太
嘆
、
其
属
有
牧
監
、
副
官
。
監
有
馬
。
有
主
簿
、
直
司
、
団

　
官
、
牧
尉
、
排
馬
、
輩
頭
。
有
正
、
有
副
。
凡
璽
置
長
｝
人
、
十
五
長
澱
尉
一
人
、

　
歳
課
功
、
進
高
望
。
又
質
掌
閑
、
調
馬
習
上
」
と
あ
る
。

④
　
『
研
府
元
亀
』
巻
一
五
三
、
帝
王
部
、
面
懸
一
一
「
文
帝
以
宝
暦
二
年
十
二
月
自

　
江
王
入
討
内
難
、
甲
甲
詔
、
…
…
飛
龍
排
馬
宮
奨
惟
良
、
閻
文
穎
各
杖
「
百
、
流

　
霊
州
…
…
飛
龍
小
児
五
人
各
杖
一
哲
流
康
、
羅
等
州
」
。

⑥
　
　
『
新
唐
書
』
巻
五
〇
、
兵
志
「
（
昭
宗
）
又
詔
諸
王
閲
親
軍
、
収
拾
亡
散
、
得

　
数
万
、
益
澱
安
聖
、
捧
震
、
保
寧
、
溶
化
軍
、
日
殿
後
四
二
…
…
島
守
畏
諸
王
有

　
兵
、
請
皆
帰
十
六
宅
、
留
殿
後
兵
三
十
人
、
為
控
鶴
調
馬
官
、
隷
飛
龍
坊
、
余
悉

　
激
之
」
。

⑥
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
六
、
玄
宗
天
宝
十
一
載
四
月
乙
酉
の
条
。

⑦
　
『
翻
府
元
亀
』
巻
＝
二
　
二
、
帝
王
部
、
褒
功
二
「
論
宗
宝
応
元
年
五
月
丁
云
云
、

　
文
武
官
応
在
凌
雰
門
内
謁
見
者
、
井
飛
龍
射
生
等
、
蚊
宜
加
宝
応
功
臣
。
七
月
乙

　
巳
、
財
生
使
李
難
読
、
笥
子
昂
、
歩
軍
使
二
二
盈
、
張
知
節
鼓
賜
名
宝
応
功
臣
」
。

⑧
『
新
懸
軍
』
巻
五
〇
、
兵
志
「
（
熊
踊
）
至
徳
二
塁
、
置
左
右
神
鶯
嬢
、
…
…

　
又
択
便
騎
射
者
置
令
前
射
生
手
無
人
、
亦
日
供
奉
射
生
石
、
百
日
門
前
彌
生
、
分

　
左
右
、
総
弩
日
左
右
英
武
軍
」
。

⑨
　
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
二
、
粛
…
宗
島
破
元
年
四
月
の
条
に
「
内
耐
射
生
麺
三
原
程

　
元
振
党
於
輔
翼
」
と
あ
り
、
そ
の
下
の
胡
註
に
「
以
寛
官
直
射
生
殖
、
雀
目
内
冠

　
ル
出
物
」
　
レ
」
述
べ
一
〇
。

⑩
　
『
旧
唐
書
』
巻
酉
四
、
職
官
志
、
左
右
神
策
軍
の
条
に
「
又
置
衙
前
射
蛍
手
千

　
人
、
謂
之
左
右
英
武
軍
、
非
器
軍
之
例
也
」
と
乗
り
、
ま
た
神
威
軍
の
条
に
「
本

　
号
殿
前
壷
空
手
左
霜
廟
、
…
…
非
六
軍
之
例
也
」
と
あ
る
。

⑭
例
え
ば
、
『
新
異
書
』
雑
訴
〇
、
兵
志
に
「
（
徳
宗
貞
元
）
三
年
、
詔
射
生
、
神

　
策
、
六
軍
将
士
、
府
県
以
纂
弁
治
、
先
奏
乃
移
軍
、
勿
頼
逮
捕
（
盗
賊
）
」
と
あ

　
る
。

⑫
『
新
物
書
』
巻
二
〇
八
、
劉
克
明
伝
。

⑬
清
二
言
『
金
石
葦
葺
補
略
』
巻
二
、
唐
高
平
郡
闘
国
立
前
公
故
夫
人
楊
（
氏
）

　
墓
碑
。

⑭
　
『
金
石
葦
編
』
巻
二
＝
二
、
王
魚
燈
墓
誌
、
同
書
巻
㎝
＝
四
、
勅
内
荘
髄
脳
牒
、

　
ま
た
同
書
巻
雲
六
、
仏
頂
尊
勝
随
羅
尼
経
な
ど
を
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
概
し
て
言
え
ば
、
我
々
は
唐
代
飛
龍
使
の
研
究
を
通
じ
て
、
内
部
の
飛
龍

厩
の
構
造
を
闘
明
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
唐
場
内
諸
司
使
の
全
体
の
性
質

を
再
認
識
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
唐
の
中
期
か
ら
発
展
し
て
来
た
内
諸

司
使
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
一
部
の
内
諸
司
使
は
、

そ
の
管
下
の
官
局
が
ほ
と
ん
ど
中
央
律
令
の
旧
制
度
と
関
係
な
い
と
思
わ
れ

る
。

根
密
使
の
名
は
中
書
門
下
の
枢
密
虜
か
ら
起
つ
ズ
き
た
可
能
性
が
あ
る
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昭代における飛龍厩と飛龍使（趙）

が
、
設
立
直
後
の
枢
密
院
は
、
「
但
だ
屋
三
野
有
り
、
文
書
を
整
う
る
の
み
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
記
述
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
中
央
律
令
機
構
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
な
お
宣
早
使
に
管
轄
さ
れ
る
宣
…
徽
院
は
、
従
来
中
央
官
署
に

は
見
え
な
い
機
関
で
あ
り
、
内
廷
の
三
班
使
臣
の
重
要
な
活
動
の
場
所
だ
と

　
　
　
　
②

認
め
ら
れ
る
。
以
上
の
二
使
の
権
力
は
唐
画
の
中
後
期
に
な
っ
て
強
大
化
し

始
め
、
最
後
に
軍
事
権
を
握
っ
て
内
諸
司
使
の
代
表
と
な
っ
た
。
一
方
飛
龍

使
下
の
官
財
は
、
律
令
体
制
か
ら
継
続
し
た
も
の
で
、
ま
さ
に
旧
制
度
か
ら

新
制
度
へ
変
貌
す
る
段
階
の
発
生
期
の
内
諸
司
使
形
態
を
残
る
も
の
で
あ
っ

た
。
枢
密
使
、
宣
徽
使
の
権
力
の
形
成
さ
れ
る
前
に
、
飛
龍
使
は
す
で
に
軍

事
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
飛
龍
使
に
掌
管
さ
れ
る
飛
龍
厩
は
、
玄
宗
の
時
の
大
明
宮
へ
の
移
住
を
境

に
、
決
定
的
な
質
の
変
化
が
起
こ
り
、
六
閑
内
厩
制
度
に
比
べ
は
る
か
に
大

き
な
重
要
性
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
粛
着
弾
か
ら
文
宗
期
に
か
け
て
の

様
々
な
宮
廷
政
変
を
抑
え
た
の
は
、
大
明
宮
北
面
の
防
衛
系
統
で
あ
る
飛
龍

厩
の
実
力
を
示
し
て
い
た
し
、
そ
れ
が
飛
龍
使
の
地
位
が
上
昇
し
た
き
っ
か

け
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
明
宮
の
防
衛
上
の
特
色
と
言
え
ば
、
東
西
北

三
面
が
同
時
に
呼
応
し
、
い
ず
れ
の
方
向
に
異
変
が
お
こ
っ
て
も
、
各
面
の

兵
員
が
共
に
動
員
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
墨
金
六
軍
だ

け
で
は
な
く
、
飛
龍
厩
の
兵
馬
を
共
に
動
員
し
た
事
例
が
頻
見
す
る
。
そ
の

兵
馬
が
、
車
内
の
良
質
の
禁
馬
と
射
生
官
、
排
煙
官
な
ど
の
多
種
の
官
兵
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
飛
龍
厩
の
戦
闘
力
の
要
因
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

小
論
は
飛
龍
使
を
例
に
、
唐
画
の
各
内
諸
司
使
の
成
立
過
程
が
異
な
る
こ
と

を
確
め
た
。
使
臣
間
の
等
級
差
別
や
唐
代
か
ら
五
代
へ
の
使
臣
の
内
容
、
性

質
、
序
位
田
の
変
化
な
ど
の
問
題
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
今
後
の
研
究
の
課

題
で
あ
る
。

　
①
『
群
書
結
果
臨
後
押
巻
五
、
枢
密
院
の
条
。

　
②
　
友
永
植
前
掲
論
文
、
な
お
同
氏
「
唐
・
五
代
三
班
使
臣
考
」
（
『
宋
代
の
社
会
と

　
文
化
』
、
一
九
八
三
）
を
参
照
。

〔
付
記
〕
　
陶
仲
雲
・
白
心
藍
「
陳
西
蒲
城
県
発
現
高
力
士
残
業
」
（
『
考
古
与
文
物
』

一
九
入
三
年
二
期
）
に
よ
れ
ば
、
天
宝
末
年
の
宙
至
高
力
士
は
か
つ
て
「
三
宮
内

飛
龍
厩
大
使
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
唐
代
飛
龍
使
研
究
の
一
つ

の
重
要
な
史
料
で
あ
る
が
、
初
校
の
段
階
で
気
付
い
た
た
め
表
二
に
加
え
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
怯
め
て
検
討
し
た
い
。

　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
　
京

139 （599）




